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みんなの協働で進める 

持続可能な行政を目指そう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－１ 市民と行政がともに支え合う体制づくり 

［市民参加／情報発信・公開／広聴広報／コミュニティ／ボランティア］ 

５－２ 自立した行政経営の構造づくり［行財政運営／広域連携］ 

５－３ 情報化社会に対応した行政サービスの向上 

［行政サービス／情報化／個人情報保護］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次結城市行政改革大綱・改訂版 

 ５ 
協働・行政 



後
期
基
本
計
画 

体
系
別
計
画 

保
健
・
福
祉 

都
市
・
環
境 

産
業
・
観
光 

教
育
・
文
化 

協
働
・
行
政 

 

120 

５ みんなの協働で進める 持続可能な行政を目指そう 

５ 「チャレンジする市役所」への変革 

 

本市における行政改革の取組については、市制施行後から総合計画等に掲げて取り組んできま

したが、1985（昭和 60）年に「結城市行政改革大綱」を策定し、改革のための指針を明確にして

からは、国・県の動向を踏まえながら、1996（平成８）年に「改訂：結城市行政改革大綱」、2000

（平成 12）年には、「新・結城市行政改革大綱」を策定し、事務事業の見直しや民間委託の活用、

行政サービスの向上など市民の視点に立った改革を進めてきました。 

その後も、持続可能な行政運営基盤の構築を目指し、2005（平成 17）年に第３次、2013（平成

25）年に第４次、2019（平成 30）年には第４次の改訂版となる行政改革大綱を策定し、継続的に

行政改革を推進するとともに、第３次以降はより強力に推進するため具体的な目標数値を設定し、

その評価を分かりやすくするための「行政改革集中改革プラン」を策定し、簡素で効率的な行政

運営のための重点課題として、行政組織や事務事業の見直し、職員定数や給与の適正化、事務の

効率化、経費の節減合理化などに積極的に取り組みました。 

一方、将来の予測が難しく、混沌とした時代を迎える中で、時代の変化に柔軟かつ的確に対応

し、失敗を恐れずに、新たな施策に積極果敢に挑戦していくことが重要であることから、総合計

画の実行を下支えするため策定していた行政改革大綱を総合計画の中に含め、第５次結城市行政

改革大綱を策定しました。 

 

■ 主な改革事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ これまでの行政改革の取組 

協働・行政 

第５次結城市行政改革大綱・改訂版 

 新・結城市行政改革大綱  

2000（平成 12）年度 

～2004（平成 16）年度 

○ 行政評価システムの導入 

○ 市長などの特別職給料等の削減（市長 10％、助役等５％） 

○ 小規模工事などの契約希望者登録制度の導入 

 第３次結城市行政改革大綱  

2005（平成 17）年度 

～2009（平成 21）年度 

○ 市税などのコンビニ収納の導入 

○ 玉岡幼稚園の廃止（施設の民間譲渡） 

○ 職員定数の削減（約 10％） 

 第４次結城市行政改革大綱  

2013（平成 25）年度 

～2017（平成 29）年度 

○ ゆうき図書館に指定管理者制度＊を導入 

○ 公共施設白書の作成、公共施設等総合管理計画の策定 

○ 人事評価制度の導入 

 第４次結城市行政改革大綱  
・改訂版  

2018（平成 30）年度 
～2020（令和２）年度 

○ 障害者福祉センターに指定管理者制度＊を導入 

○ 個人住民税の特別徴収の一斉指定を実施 

○ 行政情報の提供方法の充実（ＳＮＳ＊、ケーブルテレビ等の活用） 

 第５次結城市行政改革大綱  

2021（令和３）年度 

～2025（令和７）年度 

○ ネーミングライツ＊の実施 

○ 証明書等のオンライン請求・決済の導入 

○ 電子決裁システムによる押印廃止 
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結城市行政改革大綱の策定以降、第５次大綱に掲げた取組を経て、本市の行政改革は着実な効

果を上げてきたところであり、また、成果を広く市民に公表することで、理解と共感を得ること

ができたものと考えます。 

しかしながら、本市を取り巻く状況は今後も楽観視できる状況にはなく、少子高齢化の進展や

公共インフラの大量更新時期を迎える中で、デジタル技術の活用により業務効率の向上やコスト

削減、サービスの質の向上を図りながら、今まで以上に無駄をなくし、事業の「選択と集中」を

進めるメリハリのある行政運営が必要です。 

 

 

 

将来の予測が難しく、混沌とした時代を迎える中で、時代の変化に柔軟かつ的確に対応し、失

敗を恐れずに、新たな施策に積極果敢に挑戦していくことが重要です。 

そこで、総合計画の実行を下支えするため策定していた行政改革大綱を第６次結城市総合計画

の中に含め、未達成となっている項目及び達成後も継続が必要と判断した項目について、目標の

見直しと新たな推進項目を加え、第５次結城市行政改革大綱・改訂版である『「チャレンジする

市役所」への変革！』を策定します。 

 

 

 

今後いっそう進展すると見込まれる人口減少・少子高齢化や、価値観・ライフスタイル・ニー

ズの多様化・複雑化、地方分権＊、デジタル化とともに、グローバル化＊により予断を許さない経

済情勢など、本市を取り巻く情勢は日々変化を続けています。 

このような中、時代の変化に柔軟かつ的確に対応しながら総合計画を推進し、また、行政サー

ビスの水準を維持・向上していくためには、今後も市民と行政がパートナーとしてそれぞれの役

割と責任を分担し、協働＊のまちづくりを進めつつ、多様な人材やデジタル技術を効果的に活用

しながら、突発的・短期的な事象に左右されることなく、中長期的に安定した行政運営を持続で

きる強固で筋肉質な行政基盤を構築する必要があります。 

このため、「みんなの協働＊で進める 持続可能な行政を目指そう」を引き続き本大綱の基本目

標として掲げ、行政改革を推進します。 

  

第２ 改革の必要性 

第３ 「チャレンジする市役所」への変革！の基本的な考え方 

１ 策定の目的 

２ 基本目標 

みんなの協働で進める 持続可能な行政を目指そう 
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本大綱の基本目標を達成するため、次の事項を基本方針として定め、行政改革に取り組みます。 

 

 

多種多様な市民ニーズや地域課題に的確に対応し、魅力あるまちづくりを進めていくために

は、市民や行政をはじめとした多様な主体が互いに果たすべき役割と責任を分担し、「協働＊」

の理念のもとにパートナーシップを確立することが必要です。 

このために、市民が市政に参画しやすい環境整備や積極的な情報公開、民間との連携・協働＊

強化に努め、市民と行政の信頼関係をより強くするための体制をつくります。 

 

 

社会構造の変化により、税収の先行きが不透明な中、限られた財源を効果的に市民サービス

に投入し、かつ、サービスの水準を向上させていくためには、行政が担うべき役割を明確にし

た上で、身の丈に合った財政運営を実現する必要があります。 

また、人口減少に伴う地域経済の縮小や世界経済の不安定化により市財政はますます予断を

許さない状況となるため、積極的に多様な自主財源の確保に努め、国のビッグデータ＊等を活

用しつつ徹底した事業のスクラップアンドビルド＊を実行して、他に依存しない自立的・自主

的な財政構造をつくります。 

一方、人口減少や少子高齢化などによる社会構造の変化や、国・県の動向に迅速かつ機動的

に対応するためには、スリムでありながらも柔軟な行政組織と、高い専門的能力やプロフェッ

ショナル意識を持った行政職員の存在が不可欠です。 

そのために、人口減少を前提にしつつ中長期的な視点に立った行政組織の見直しと職員の適

正配置を行い、また人材育成や多様な人材確保に力を入れ、職員の意識改革と個々の資質を向

上させる取組を行います。 

 

 

日々進化する情報通信技術や先端技術を生活や仕事に取り入れることで、誰もが快適で活力

に満ちた質の高い生活を送ることができる社会の実現が期待されています。 

そのために、自治体ＤＸ＊を推進し、超高速な情報通信技術である５Ｇ＊、全ての人とモノが

つながることにより様々な知識や情報が利活用できるＩｏＴ＊（Internet of Things）、さらに

は人工知能（ＡＩ＊）などのテクノロジーを積極的に導入・活用することにより、だれもが・ど

こでも均一な行政サービスが享受できるまちづくりを推進するとともに、業務効率化を図り、

人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていきます。  

３ 基本方針 

Ⅰ 市民と行政がともに支えあう体制づくり 

Ⅱ 自立した行政経営の構造づくり 

Ⅲ 情報化社会に対応した行政サービスの向上 
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５ みんなの協働で進める持続可能な行政を目指そう 

 

 

基本方針を着実に推進していくため、重点項目を次のように定め、実行します。 

 

 

❶ 協働・共創のまちづくりの推進 

❷ 広聴広報の推進 

❸ 市政への参画機会の確保と透明性の向上 

 

❶ 行財政運営の効率化と公共施設マネジメント 

❷ 自主財源の確保と経費削減合理化等による財政の健全化 

❸ 人材の育成と挑戦する組織づくり 

❹ 出資団体の適正化と広域行政の推進 

 

❶ マイナンバーカードの利活用 

❷ 行政サービスの充実と個人情報の安全管理の強化 

❸ 生成ＡＩやＩＣＴの積極的な活用による生産性の向上 

 

 

 

重点項目ごとの主要事業については、総合計画実施計画でローリング方式により毎年度必要な

調整を行います。また、具体的な取組についてのスケジュールや数値目標を定める『「チャレン

ジする市役所」への変革！』【アクションプラン】を作成し、柔軟かつ機動的に推進します。 

『「チャレンジする市役所」への変革！』【アクションプラン】については、毎年度の進捗状況

や社会情勢の変化に柔軟に対応するため、必要に応じて随時見直しを行います。 

 

 

４ 重点項目 

Ⅰ 市民と行政がともに支えあう体制づくり 

Ⅱ 自立した行政経営の構造づくり 

Ⅲ 情報化社会に対応した行政サービスの向上 

５ 推進方法 
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５ －１ 市民と行政がともに支えあう体制づくり 
［市民参加／情報発信・公開／広聴広報／コミュニティ／ボランティア］ 

        

  

 

多様化する市民ニーズへの対応や持続可能な行政運営を目指すためには、市が市民や地域団体、

ＮＰＯ＊、事業者等との連携を強化し、それぞれの特性を生かした役割分担のもと、より効果的

な地域経営を進めていくことが必要です。 

現在、本市では市民活動を推進し、主体的に地域活動を行っている市民団体や個人の活動の充

実を支援するため、スキルアップや人材育成、団体間交流の場の提供などの事業を行っています。 

また、市民ニーズの把握や行政への市民参加を推進するため、自治会要望を随時受け付けると

ともに、市政懇談会や市長との意見交換会の開催など、行政が直接地域に出向く広聴活動を行う

ほか、広報紙の毎月発行や、ホームページおよびＳＮＳ＊等を通じた行政情報の周知、パブリッ

クコメント＊制度などを活用した市民参画の機会を促進しています。 

一方、近年の社会環境の変化等により、地域の自治活動を敬遠する傾向が高まり、コミュニテ

ィの弱体化が懸念されていることから、講座や講演会等を通して、先進事例の紹介や情報提供を

継続して行い、意識啓発を強化することで、地元のことを学び、地元で助け合える仲間（つなが

り）をつくり、“自分たちの地域は、自分たちで盛り上げていく”という意識を醸成していく必

要があります。 

また、高齢化の進展や共働き家庭の増加により、審議会等における公募委員の担い手が不足し

ていることから、会議の開催方法の改善や多様な人材の確保が求められています。 

 

 

 更なる行政改革の推進と高度化・複雑化する市民のニーズに対応するためには、市民、企業・

団体、行政等による協働＊のまちづくりのより一層の推進が必要不可欠であるため、市政へ

の参画機会の拡充と透明性の確保をはじめ、市民活動の支援の充実、ＮＰＯ＊法人や企業等

による民間が持つノウハウを生かした質の高い公共サービスの提供などにより、新しい形の

公共の実現を目指します。 

 開かれた透明性のある行政運営の実現を目指し、市民の参画を基盤とした行政を推進するた

め、情報公開や広聴広報体制の充実を図り、市民の行政に対する理解と関心を高める取り組

みを進めるとともに、計画や条例等の策定における意見聴取機会や参画機会を拡充します。 

 地域コミュニティの活性化を図るため、自治会・ＮＰＯ＊法人・各種ボランティア団体等によ

る地域活動を積極的に支援し、地域に根ざしたコミュニティ施設の活用を促進します。 

  

■ １ 現状と課題 

■ ２ 基本的方針 
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５ みんなの協働で進める持続可能な行政を目指そう 

 

 

 
様々な立場の市民が市政に参画する機会の創設や、市民の主体的なまちづくり活動・ボ

ランティア活動・地域コミュニティの活性化等、市民、企業・団体、行政が適切な役割分

担のもと、相互に連携・協力して協働＊・共創＊のまちづくりを推進します。 

● 重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市民の行政への関心と信頼を高めるとともに、戦略的な情報発信と市民参画の推進に取

り組むほか、多様な媒体を活用し、必要な情報や施策・事業の進捗など広く発信し、本市

の魅力や文化資源を市内外へ積極的にＰＲします。また、市民や団体との意見交換会を通

じて市民の声を政策に反映し、満足度の高い行政サービスの提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ３ 施策体系・行革推進項目 

協働・共創のまちづくりの推進 １

広聴広報の推進 ２

□ 市民協働の推進 

行政への市民参画を促すため、協働＊のま

ちづくりに対する理解と意識の向上を図

るほか、環境美化意識の高揚と地域コミュ

ニティの活性化を図るための活動に対し

各種支援を行います。 

 

□ 民間との連携・協働強化 

企業・ＮＰＯ＊・大学などの多様な主体と課

題を共有し、アイデアを出し合いながら、

お互いの強みを生かした効果的な施策を

展開するため、連携・協働＊を強化します。 

 

 

 

行

革

推

進

項

目 

● 市民参画・市民活動支援事業 

［まちづくり協働課］ 

● 環境美化パートナーシップ事業 

［まちづくり協働課］ 

取組内容 

● 包括連携協定の充実と連携企業等の拡大 

［企画政策課］ 

・ 民間企業やＮＰＯ等との協働事業の推進 

［まちづくり協働課］ 

・ 市民活動団体の育成 ［まちづくり協働課］ 

取組内容 

□ 情報発信の強化 

市民のライフスタイルや情報ニーズに対

応するため、即時性・多様性を重視した情

報発信などに取り組みます。 

□ 市民本位の行政サービスの提供 

市政に対する市民の理解と関心を高める

とともに、行政サービスの質の向上を図る

ため、市民参画を重視した政策形成の仕組

みを強化します。 

行

革

推

進

項

目 

・ ＳＮＳ等を活用した情報発信 ［秘書課］ 

取組内容 

・ 市長との意見交換会の開催 ［秘書課］ 

取組内容 
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本市を取り巻く環境の変化や、市民の価値観やニーズの多様化・複雑化が進む中、市民

と行政の協働＊によるまちづくりを推進するため、案件に応じて柔軟かつきめ細かに対応

していきます。 

市政に市民の声を反映し、市民に開かれた行政づくりを進めるため、パブリックコメン

ト＊制度等の実施により、“市民の声を聴く機会”の充実を図るとともに、審議会等の公

募委員に多様な人材を登用し、市政への参画機会の充実を図ります。 

また、積極的に市政情報を公開することで、市民と行政の情報の共有化と透明性の向上

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市政への参画機会の確保と透明性の向上 ３

□ 開かれた行政運営の推進 

本市の基本的な政策に関する計画や条例

等を策定する際に、パブリックコメント＊

等の制度を活用し広く意見を聴取します。 

審議会などに公募の市民や女性委員を積

極的に登用し、多種多様な意見を市政に反

映させます。 

行

革

推

進

項

目 

・ パブリックコメント制度等の充実 

［企画政策課］ 

・ 公募・女性委員の積極的な登用 

［人権推進課］ 

取組内容 
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５ みんなの協働で進める持続可能な行政を目指そう 

５ －２ 自立した行政経営の構造づくり［行財政運営／広域連携］ 

        

  

 

市税収入は市政運営の上で重要な自主財源であり、安定した財源確保が全庁的な課題となって

います。 

一方、歳出に関しては、社会保障関連の扶助費＊が年々増加する傾向にあり、公債費＊とともに

歳出で大きな割合を占める構造が長く続いています。 

また、筑西市、桜川市と筑西広域市町村圏事務組合を組織し、消防、ごみ処理、火葬場の運営

などの事業を共同で実施していますが、保有施設の老朽化に伴う長寿命化・大規模改修や構成市

の人口の割合の変化等により、負担金が増加傾向にあることが課題となっています。 

そのため、社会経済情勢の変化や地方分権＊に基づく権限移譲が進む中、地方自治体自らの判

断と責任において行財政改革を推進するとともに、業務遂行上のリスクを想定し対応策を講じる

内部統制制度の整備に取り組むなど、効率的で質の高い行財政運営に努めていく必要があります。 

さらに、人口減少・少子高齢化が進む中、行政ニーズが多様化する一方で、職員の確保が課題

となっています。こうしたことから、限られた人員での事務の効率化を図るとともに、県や周辺

市町との事務の広域化・共同化を図り、専門職の共有化を検討していく必要があります。 

 

 

 限られた財源を効率的・効果的に活用するため、多様な自主財源の確保や財政の健全化と併

せて、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ＊）と事後の施策・事業の検証・評価を行い、施策や

事業の選択と集中を図ることで、質の高い行政経営を進めるとともに、公共施設の適正な配

置と維持管理を推進します。 

 地方分権＊や地方創生＊を推進するため、結城市人材育成・確保基本方針及び結城市デジタル

人材育成方針に基づき各種研修を充実させ、職員の資質や政策形成能力及びデジタルリテラ

シー＊の向上を図るとともに、挑戦する組織づくりに努めます。 

 出資団体の適正化を推進するとともに、行政区域を越えて、それぞれの強みを生かし、弱み

を補完し合いながら地域課題の解決に取り組み、地域のニーズにあわせた効率的な行政サー

ビスを提供していくため、周辺市町と連携した行政サービスの継続・拡大など、持続可能な

広域行政と定住自立圏＊を推進します。 

 

  

■ １ 現状と課題 

■ ２ 基本的方針 



後
期
基
本
計
画 

体
系
別
計
画 

保
健
・
福
祉 

都
市
・
環
境 

産
業
・
観
光 

教
育
・
文
化 

協
働
・
行
政 

 

128 

 

 

 

 

 
総合計画・実施計画・行政評価等によるＰＤＣＡサイクルに基づき、社会情勢や市民ニ

ーズに即した既存事業の見直しを行いながら、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ＊）の考

え方に基づき、新規事業の立案を図るとともに、徹底した行財政改革の推進と計画的な財

政運営により、自立した行財政運営を確立します。 

また、公共施設については、既存公共施設の規模の見直しに加え、民間のノウハウや資

金等を活用するＰＰＰ＊／ＰＦＩ＊の導入について調査研究し、経営的な観点から施設の

効果的・効率的な再配置、管理運営方法等の見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ３ 施策体系・行革推進項目 

行財政運営の効率化と公共施設マネジメント １

□ 合理的な政策立案と効率的な行財政運営の推進 

総合計画に掲げた施策を着実に実施する

ために、国が公開する統計データやビッグ

データ＊等を活用したＥＢＰＭ＊の考え方

に基づき事業計画を策定・評価するととも

に、適切な公共サービスと財政運営を両立

させるための公共施設マネジメントを推

進します。 

□ 民間活力の利活用の推進 

民間の経営資源を取り入れた効果的な行

政運営を行うため、民間活力の導入を推進

します。 

 

 

 

行

革

推

進

項

目 

・ 行政評価事業 ［企画政策課］ 

・ 公共施設マネジメント事業 ［契約管財課］ 

取組内容 

・ 指定管理者制度の導入の推進 

［行革・デジタル推進課］ 

・ 民間委託やＰＦＩ等の民間活力導入の調

査・研究 

［行革・デジタル推進課、契約管財課］ 

取組内容 
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５ みんなの協働で進める持続可能な行政を目指そう 

５ －２ 自立した行政経営の構造づくり 

 
市税収入の確保に向けて、課税対象や申告内容を的確に把握し、公平・公正な課税に努

め、収納率の向上を図るとともに、計画的な公有財産の処分や、多様な手法を活用した効

果的な自主財源の確保・拡充に努めます。 

また、健全な財政運営を目指し、受益者負担の原則に基づく使用料及び手数料の適正化、

公営企業会計の経営改善などを推進し、経常経費の節減に努めることで、一般会計からの

繰出金の適正化を図ります。 

加えて、持続可能な行政運営基盤の構築に向けて、ふるさと納税の推進と返礼品の拡充

による寄附金額の増加を目指すほか、企業版ふるさと納税の活用に取り組みます。 

● 重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自主財源の確保と経費削減合理化等による財政の健全化 ２

□ 幅広い手法による財源の確保 

ふるさと納税制度（企業版を含む）やネー

ミングライツ＊を活用し、自主財源を確保

します。 

市税等の収入確保に向けて、納税意識の高

揚と徴収体制の強化を図り、収納率の向上

に努めます。 

 

 

 

□ 財政健全化に向けた取組強化 

公営企業会計及び特別会計について、経営

等の健全化を推進するとともに、独立採算

性の観点から見直しに努めます。 

 

行

革

推

進

項

目 

● ふるさと結城応援寄附金推進事業 

［商工観光課］ 

● 企業版ふるさと納税事業 ［企画政策課］ 

・ 市税等の収納率の向上 ［収納課］ 

・ ネーミングライツの推進 

［行革・デジタル推進課］ 

取組内容 

・ 公営企業会計の健全化の推進 

［水道課、下水道課］ 

取組内容 
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地方分権＊の時代に対応できる人材を育成するため、結城市人材育成・確保基本方針に

基づく各種研修を実施し、職員の能力・資質の向上に努めるほか、本市が抱える課題に対

して、職員一人一人が主体的に取り組めるような職場環境の醸成とストレスのない働き

やすい快適な職場づくりに取り組み、ワークライフバランス＊（仕事と生活の調和）の推

進を図ります。 

また、人口減少を前提にした行政運営を行うため、定員管理計画に基づき、適正な人員

の確保に努め、60 歳を超える定年延長職員や暫定再任用職員、又は会計年度任用職員を

柔軟かつ効率的に活用し、より機能的な組織体制を目指すとともに、ＢＰＲ＊の実施によ

り、業務プロセスの効率化と最適化を図ります。 

〇 主要事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人材の育成と挑戦する組織づくり ３

□ 市民に信頼される人材の育成 

人材育成・確保基本方針に基づく職員研修

の充実を図ります。 

 

□ 多様で柔軟な働き方の推進 

時差出勤やテレワーク＊等による多様で柔

軟な働き方を推進することにより、職員の

ワークライフバランス＊を確保するととも

に、健康管理を強化し、職員が前向きに意

欲をもって挑戦できる勤務環境づくりに

努めます。 

□ 挑戦する組織づくり 

職員が新たな発想で積極的に挑戦できる

体制や、スピード感のある事務執行体制、

「選択と集中」によるメリハリのある体制

を目指します。 

 

行

革

推

進

項

目 

○ 職員研修事業 ［総務課］ 

取組内容 

・  

［総務課］ 

・ ワークライフバランスの推進 ［総務課］ 

取組内容 

・ 定員管理計画の管理 ［総務課］ 

・ 組織のスクラップアンドビルド ［総務課］ 

・ 職員提案制度の推進 ［企画政策課］ 

取組内容 



後
期
基
本
計
画 

体
系
別
計
画 

保
健
・
福
祉 

都
市
・
環
境 

産
業
・
観
光 

教
育
・
文
化 

協
働
・
行
政 

 

131 

 

５ みんなの協働で進める持続可能な行政を目指そう 

５ －２ 自立した行政経営の構造づくり 

 
出資団体が効率的かつ効果的に運営されることで、地域の振興と市民生活の向上が促進

され、市民が更なる「豊かさ」を享受できるよう、出資法人改革を着実に推進します。 

また、自治体を取り巻く環境の多様化や複雑化等により、単独自治体での課題解決が難

しいと思われる案件に対しては、筑西広域市町村圏事務組合や小山地区定住自立圏＊等の、

広域的な自治体間連携を積極的に活用し取り組みます。 

● 重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の名称 計画期間 担当課 

結城市人材育成・確保基本方針 ― 総務課 

結城市デジタル人材育成方針 ― 行革・デジタル推進課 

結城市行政改革大綱アクションプラン

改訂版 

2026（令和８）年度～ 

2030（令和 12）年度 
行革・デジタル推進課 

結城市定員管理計画 
2026（令和８）年度～ 

2030（令和 12）年度 
総務課 

結城市特定事業主行動計画 
2026（令和８）年度～ 

2030（令和 12）年度 
総務課 

第３期小山地区定住自立圏＊共生ビジ

ョン 

2026（令和８）年度～ 

2030（令和 12）年度 
企画政策課 

 

 

 

 

  

出資団体の適正化と広域行政の推進 ４

■ ４ 個別計画 

□ 出資団体改革の推進 

出資団体の市政における役割を明確にし、

事業の効果や経営状況等を踏まえ将来を

見据えたあり方等の見直しを進めます。 

 

□ 広域行政の推進 

構成自治体等との事務事業の共同実施や、

定住促進と地域活性化を図る取組を推進

します。 

行

革

推

進

項

目 

・ 出資団体のあり方の見直し 

［行革・デジタル推進課］ 

取組内容 

● 定住自立圏構想の推進 ［企画政策課］ 

取組内容 
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５ －３ 情報化社会に対応した行政サービスの向上 
［行政サービス／情報化／個人情報保護］ 

         

 

 

自治体ＤＸ＊の推進・ＩＣＴ＊の活用は、昨今の生活様式の変化に伴い、喫緊の課題となってい

ます。本市では、申請手続や請求書等の押印廃止や電子決裁システムの導入により、これまでの

事務形態を抜本的に見直し、自治体ＤＸ＊を推進しています。 

マイナンバー制度の導入に伴い、2020（令和２）年 10 月から住民票や印鑑登録証明書等のコ

ンビニ交付が開始され、いつでもどこからでも手続が可能となる電子申請の充実など、市民のニ

ーズに即した行政サービスの向上に努めています。 

また、情報化を推進し、事務の効率化を図っていく一方で、情報セキュリティを確保し、市が

管理する市民の個人情報を適正に保護することも重要な課題となっています。 

このため、情報化や、市民の利便性向上などの施策を推進していくとともに、情報資産を安全

に管理した上で、行政サービスを提供することが求められています。 

 

 

 市民の多様なニーズや高度情報化社会の進展に対応するため、マイナンバーカードの利活用、

窓口の多様化、ＩＣＴ＊等の効果的な活用により、行政サービスの向上に努め、書かない窓口

の導入など窓口サービスの拡充を推進することで、市民の利便性を図り、市民生活に身近で

便利な行政サービスを目指します。 

 情報化を推進し事務の効率化を図るため、結城市情報セキュリティポリシーに基づいた対策

を徹底した上で、アナログ規制の点検・見直しを実施し、デジタル技術の活用に取り組み、

結城市ＤＸ＊推進方針及び結城市行政手続オンライン化方針を踏まえ、生成ＡＩ＊の導入や電

子申請の充実など生産性の向上に努めます。 

 

 

■ １ 現状と課題 

■ ２ 基本的方針 
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５ みんなの協働で進める持続可能な行政を目指そう 

 

 

 
マイナンバーカードを利用した付加価値の高い行政サービスを促進するため、コンビニ

エンスストアにおける証明書交付事業を拡充することで、市民の利便性向上を図ります。 

また、マイナンバーカード（マイナ保険証）を利用した、ＰＭＨ＊（パブリック・メデ

ィカル・ハブ）の活用により、医療費助成、予防接種、母子保健、健診などの情報をオン

ラインで連携することで、市民・医療機関・薬局・行政の利便性向上を目指します。 

● 重点事業  〇 主要事業 

 

 

 

 

 

 

 

 
市民のニーズに対応するため、書かない窓口の導入など、申請書類記入の省力化や待ち

時間の削減に取り組むとともに、ＩＣＴ＊を活用した電子申請・届出サービスを拡充し、

自宅等からでも行政サービスを受けられる環境の整備と利用促進を図ります。 

また、情報セキュリティ対策を強化するとともに、個人情報の取扱いルールの徹底やチ

ェック体制の強化により、情報漏えいなど重大事故の未然防止に努め、市民に信頼される

行政を目指します。 

● 重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ３ 施策体系・行革推進項目 

マイナンバーカードの利活用 １

行政サービスの充実と個人情報の安全管理の強化 ２

□ マイナンバーカードによる利便性の向上 

マイナンバーカードを利用することによ

り、行政サービスの充実を図ります。 

また、ＰＭＨ＊（パブリック・メディカル・

ハブ）の活用により、市民、医療機関、薬

局と行政の相互の利便性向上を目指しま

す。 

行

革

推

進

項

目 

○ コンビニ証明書交付事業 ［市民課］ 

●  

［保険年金課、社会福祉課、健康増進課］ 

取組内容 

□ 多様な行政窓口の実現 

書かない窓口の導入など、証明書発行窓口

のサービス向上を図ります。 

いばらき電子申請・届出サービスなどを活用

し、パソコンやスマートフォンで、いつでも、

どこからでも手続が行える環境を構築する

とともに、市民がサービスを利用できるよ

う、デジタルデバイド＊対策を行います。 

□ 情報セキュリティの強化推進 

高度情報社会に対応する情報管理のルー

ル遵守とチェック体制の強化により、情報

漏えいなど重大事故を未然に防ぐための

事務改善を推進します。 

行

革

推

進

項

目 

● 市民行政サービス窓口の充実 ［市民課］ 

● 電子申請の充実 ［行革・デジタル推進課］ 

取組内容 

・ 情報セキュリティ対策の実施 

［行革・デジタル推進課］ 

取組内容 
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業務に生成ＡＩ＊を導入することで、文章作成や画像生成などさまざまな作業を自動化

し、業務時間の短縮及び生産性の向上を図ります。これにより、職員が従事する業務をよ

り創造的で高度な内容や相談業務などへ集中させ、各種施策の企画立案や意識改革を促

進するとともに、相談業務の充実による市民に寄り添ったきめ細やかな行政サービスを

目指します。 

また、アナログ的な手法を前提としているルールは、デジタル化を阻害する一因になっ

ていることから、人口減少や少子高齢化が進む社会において、デジタル技術の活用により

生産性の向上や人手不足を解消するため、条例や規則等の見直しを進め、ＢＰＲ＊を徹底

した上でＤＸ＊を推進します。 

● 重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の名称 計画期間 担当課 

行政手続における押印の見直しに係る

基本方針 
― 行革・デジタル推進課 

結城市ＤＸ＊推進方針 ― 行革・デジタル推進課 

結城市行政手続のオンライン化方針 ― 行革・デジタル推進課 

アナログ規制の点検・見直し方針 ― 行革・デジタル推進課 

 

 

 

生成ＡＩやＩＣＴの積極的な活用による生産性の向上 ３

■ ４ 個別計画 

□ 新技術の導入とＩＣＴ活用による生産性の向上 

生成ＡＩ＊を導入することにより、文章作

成や画像生成など、人間が行っていた作業

を代替し業務効率化を図ります。また、Ｉ

ＣＴ＊を積極的に活用し、未だ電子決裁利

用率の低い業務に対し、電子決裁の利用を

推進します。 

□ アナログ的手法を前提としているルールの見直し 

デジタル技術の活用による生産性の向上

や人手の代替を実現するため、テクノロジ

ー（技術）の進展に適応したレギュレーシ

ョン（規制）環境の整備を行います。 

行

革

推

進

項

目 

・  

［行革・デジタル推進課］ 

・ 電子決裁の拡充 ［総務課］ 

取組内容 

● アナログ規制の見直し 

［行革・デジタル推進課］ 

取組内容 


